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　平成25年９月定例会は９月10日から25日までの16日
間にわたり開会しました。
　市長から、９件の報告があり、平成25年度尾道市一般
会計補正予算（第３号）など24議案が提出されました。
平成24年度各企業会計決算２議案については、決算
特別委員会を設置し、議会閉会中の継続審査としまし
た。その他22議案は各常任委員会に付託しました。
　12日、13日の両日には各会派を代表した議員による
一般質問を行い、市政全般にわたる諸問題について
市当局の考え方をただしました。
　17日から20日の４日間で各常任委員会を開会し、付
託された議案の審査を行い、委員からはさまざまな質
疑及び要望、意見等が出され、市当局から答弁があり
ました。
　民生委員会では、平成25年度尾道市一般会計補正
予算（第３号）及び平成25年度尾道市夜間救急診療所
事業特別会計補正予算（第１号）に対する修正案が提
出され、採決の結果、可決しました。修正可決した部
分を除く原案及びその他の付託議案については可決し
ました。そのほかの３常任委員会は付託された全議案
を原案のとおり可決しました。
　最終日の25日には、市長から２件の人事議案が提出
され、審議の結果、同意しました。次に、各常任委員
会の委員長報告を行い、その後、平成25年度尾道市
一般会計補正予算（第３号）及び平成25年度尾道市夜
間救急診療所事業特別会計補正予算（第１号）に対す
る修正案が提出され、質疑、各会派の討論、採決の
結果、修正案は否決、市長提出22議案は原案のとお
り可決しました。
　また、議員より、意見書案２件を建議案として提案
し、原案のとおり可決しました。可決後、意見書につ
いては、国会及び関係行政庁に送付しました。

議会の動き ９月定例会の概要
29日	 議会運営委員会

	 各会派代表者会議

	 議会改革特別委員会

	 議会だより編集委員会

	４日	 各会派代表者会議

10日	 議会運営委員会

	 各会派代表者会議

	 本会議（開会）

	 　会期決定

	 　補正予算等提案（説明・質疑）

	 決算特別委員会（正副委員長互選）

	 議会だより編集委員会

12日	 本会議

	 　一般質問

13日	 本会議

	 　一般質問

	 各会派代表者会議

17日	 総務委員会

	 　補正予算等審査（質疑・討論・採決）

18日	 民生委員会

	 　補正予算等審査（質疑・討論・採決）

19日	 文教委員会

	 　補正予算等審査（質疑・討論・採決）

20日	 産業建設委員会

	 　補正予算等審査（質疑・討論・採決）

	 議会運営委員会

	 各会派代表者会議　

25日	 議会運営委員会

	 各会派代表者会議

	 本会議（閉会）

	 　補正予算等議決（委員長報告・討論・採決）

	 庁舎整備調査特別委員会（正副委員長互選）

30日	 議会運営委員会

	４日	 議会だより編集委員会

	７日	 議会運営委員会

	 各会派代表者会議

	 本会議（臨時会）

	 決算特別委員会

	 議会改革特別委員会

15日	 決算特別委員会

16日	 決算特別委員会

17日	 決算特別委員会

21日	 議会運営委員会

	 各会派代表者会議

	 議会だより編集委員会

	 議会改革特別委員会

		 庁舎整備調査特別委員会

８月

９月

10月

　平成25年10月臨時会は10月７日に招集され、会
期を１日間として審議に入りました。市長から、１
件の報告があり、平成24年度尾道市一般会計等の
決算認定14議案が提出され、決算特別委員会に審
査を付託し、議会閉会中の継続審査としました。
　付託された決算認定に係る議案は、すでに付託
されている２企業会計の決算認定の２議案とあわ
せて、10月15日から17日まで決算特別委員会を開
会し、審査しました。
　審査の結果は12月定例会で報告され、審議され
ますので、詳細は２月10日発行予定の議会だより
に掲載します。

10月臨時会の概要
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～夜間救急診療所の補正予算のあり方に議論～

原案を可決
委員会可決の修正案は
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